
審査会は年に1回開催しています。

令和7年4月1日入所を希望する場合、令和6年10月～12月開催予定の審査会を受ける必要があります。

児童の安全上やむを得ない場合を除き年度途中の実施はありません。

以下の提出書類を全て揃え、こども保育課に申込み

①通常保育の申込書類一式

②加配保育利用申請書

③（お持ちの方のみ）特別児童扶養手当受給者証、身障手帳、療育手帳、診断書や意見書

医療機関で実施した発達検査結果

担当職員と日程調整のうえ、面談・行動観察実施

在籍する保育施設、もしくは南城市の親子通園の場所にて実施

提出書類、面談時行動観察の様子から総合的に判定

審査結果は後日保護者へ郵送にて通知

（在園児の場合は、在籍する園へ同様に通知）

◇注意事項◇

・児童の健康面、安全面等を考慮し、適切な保育や支援を実施するための職員（加配支援員等）が必要と判

断される場合がありますが、希望施設にて支援員等が不足している等の理由により十分な受け入れ態勢が取

れない場合、利用調整において保育の必要性が高いとみなされても入所をお待ちいただくことがあります。

・あくまでも集団保育であり、支援員等が1対1で対応するものではありません。

・医療的ケア(医師の指示に従い看護師が行う処置等)を必要とする場合、入所申込み前にご相談ください。

審査会の結果及び希望施設の体制や空き状況を踏まえ、本市の入所実施基準に

基づき利用調整

特別な支援を必要とする児童の申込みについて（加配保育）

本市の保育施設では、集団保育の中で個別の配慮が必要とされる児童（心身の発達の遅れや障がい、疾

病、その他）に対し、お子さんの発達状況や個性等をふまえ,丁寧に関わりながら保育を行っていきま

す。

　対象児童

　審査会

　申込み～利用調整までの流れ

保育を必要とする児童で、集団保育の中で個別の配慮が必要とされる児童（特別児童扶養手当、身障手

帳、療育手帳の対象児等）及び本市の審査会にて集団保育が可能と判断された児童が対象です。

①申込書の提出

②面談・行動観察

③審査会

④利用調整
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